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平成29年度 地域･職域連携推進関係者会議 



神奈川労働局の地域との連携の実状 





神奈川労働局(健康課) ← 地域 



自治体を含む関係機関･団体の 

協議組織である｢神奈川健康づくり 

推進会議｣が主催するという形態の 

“連携”上のメリット 
• 開催経費負担の分担 

  会場費･施設設備費 

  → 横浜市 (保健事業課) 

  講師への謝金･旅費 

  → 神奈川労働局 (健康課) 

  その他の経費一切 

  → 神奈川産業保健総合支援センター 

• 申込の受付 

   →  神奈川産業保健総合支援センター 

   で一括して受付 













神奈川労働局(健康課)/神奈川産業保健総合支援センター ← 地域 



平成29年度～3か年計画 

神奈川県が職域に踏み込む取組に着手 

⇓ 

 神奈川労働局･健康課から、神奈川
県 保健福祉局 保健医療部 健康増進
課 に、神奈川産業保健総合支援セン
ターの地域産業保健センター コーディ
ネーター会議〔平29･6･12(月)〕 での説明
を要請 

⇓ 

 定期健康診断･事後措置(医師による
面接指導)から さらに踏み込んだ健康増
進の取組に対する潜在的ニーズを有する
事業場/事業場集団を地域産業保健セ
ンター･利用事業場からいかに掘り起こす
か等について議論 





神奈川労働局(健康課) → 地域 







先行する地域･職域連携の活動を参考に 
全県域をカバーする地域･職域連携の活動に
発展させ、成果物:｢メンタルヘルス対策におけ
る“事業場外資源”の役割と機能～“事業場
外資源のガイドブックの作成”～｣に繋げた経過 



平成25年度 神奈川メンタルヘルス対策推進連絡会議 
〔神奈川労働局･健康課主催－平25･11･8〕での議論 

•  出席があった各構成機関からの事業活動説明の後、来年度以降の会議の持
ち方(構成員の補強を含む)や課題について積極的な意見交換が行われた 

•  各･構成機関の機能･役割に議論が及んだ際、いわゆる“事業場外資源”の現
状がどうなっているのか…という話題も提起され、例えば“事業場外資源”一覧に
ついては、地域･職域連携事業活動の一環として、平塚(西湘)地域で作成され
た一覧表[※]が(県西版ではあるが)使い易く、参考になるとの情報が提起された 

※ 平塚(西湘)地域の取組 

 平23･2･24 地域・職域連携推進事業関係者会議 ｢湘南西地区 地域・職域連携推
進事業への取組み～休職者への切れ目ない支援を実現するために～｣ というテーマで、
湘南西地区保健医療福祉推進会議－湘南西地区地域･職域連携推進専門部会/
ワーキンググループ の取組として、神奈川県平塚保健福祉事務所 企画調整課 から発
表されたもの 
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毎週水曜日
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職場の人間関係・休職後の職場復帰の不安など。
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平成25年度の神奈川産業保健推進センター(当時) 
のメンタルヘルス対策関連 相談窓口一覧 



神奈川産業保健推進センター(当時)と湘南東部地
域･職域推進協議会〔事務局:茅ヶ崎保健福祉事務
所(企画調整課)〕との協同 
 
平成26年度産業保健調査研究｢メンタルヘルス対策
における“事業場外資源”の役割と機能－その現状と
課題～“事業場外資源ガイドブック”｣へ 



•  メンタルヘルス対策に関する支援を標榜する機関･団体は数多いが、その殆どが、個別の相
談や研修の実施を主たる事業としており、メンタルヘルス対策指針に基づく事業場内体制の整
備まで(無料で)サポートすることができる機関･団体は少ない。また、例えば｢うつ病リワーク研究
会｣に参加する施設でもその殆どが、いわゆる｢治療の一環｣としてのリワーク･プログラムを運用し
ているに過ぎず、職場復帰支援を要するケースに関し、本人･主治医･事業場側の３者間に入
り、事業場･労働者双方への支援を基本スタンスとして復職に向けたコーディネートを行うことが
できる施設は、神奈川県内でも、(独)高齢･障害･求職者雇用支援機構 神奈川障害者職
業センターだけであること、またリワーク･プログラム等、一定の職場復帰準備の過程を経た労働
者が実際に職場復帰する段階に、当該労働者の職場復帰の可否を判断する場面で、労働
者の現職復帰や配置転換の必要性に関する判定が事業者や産業医等の産業保健スタッフ
だけでは困難な為、復職段階の判定･判断に対する事業場外資源からの支援(ジョブ･コーチ
等)が求められることも多いが、通常の疾病や傷病に関しては、(独)労働者健康福祉機構(関
東)労災病院の勤労者リハビリテーションセンター等に一定の機能があるものの、メンタルヘルス
不調者の職場復帰に関するジョブ･コーチ機能を準備している機関のプレゼンスは薄い(というか
不明)など、｢メンタルヘルス対策指針に基づく事業場でのとりくみが支援可能な事業場外資
源｣情報は実に限られていて、また実際に各機関の機能も限定的であることが(メンタルヘルス
対策に関する支援を標榜する機関･団体が乱立し過ぎているために)周知されておらず、そもそ
も各事業場外資源の機能に関する情報が分かり易く整理されていない状況にある。 

調査研究の目的及び必要性 (1) 



•  現状で、メンタルヘルス標榜機関･団体の役割や機能が正確に把握･理解され、機関･団体
相互の理解をもとにした有機的な連携が図られているとは言えない。 

•  標榜機関･団体が乱立し、様々なところで間断なく同様な研修が行われるなど、事業が乱発
される中で、｢指針｣をベースにメンタルヘルス対策(:メンタルヘルスや自殺防止に関して、何かし
らの事業をやっていることとは別)を進めている公的･公共の機関･団体は、少なくとも相互にそれ
ぞれの役割と実際の機能の現実を認識･理解しあい、各機関･団体の機能の限界に直面した
とき、次にどのようなところに、事業場や相談者から寄せられた問いかけを繋いでいくか、同じよう
な事業を進めているとしても、機関･団体ごとに異なる特徴があるすれば、それは何なのか･どこ
にあるのかについて、いずれもが等しく、利用者に答えられるようになることが最低限でも望まれ、
これがメンタルヘルス対策における｢地域･職域連携｣のベースになるべき。 

•  ｢指針｣がいう“事業場外資源”に位置付けられる機関・団体は県内にも数多くあるが、事業
場が取り組むべき課題として指針が示す対策の何を・何処まで支援する機能を有しているのか、
情報がきちんと整理された資料がなく、県内の事業者/労働者が事業場外資源の機能を比
較・検討、自らのニーズに応じた事業場外資源を容易に選択し、受用したいサービスの提供に
直ちに辿り着くことが困難な実状がある。ニーズを有する事業者/労働者が利用したいサービス
を用意している機関・団体の機能や役割を見易い一覧を有し、これら機関・団体の有する機
能・役割の詳細な解説も備えた“ガイド”は有用、そのニーズは高い筈。 

調査研究の目的及び必要性 (2) 



事業場外資源の機能・役割を一覧
表、さらに｢ガイドブック｣として見易く
整理することにより、メンタルヘルス対
策に関する諸課題に直面し、事業
場外資源の支援を活用したいと考え
る事業者/労働者に、ニーズに応じた
サービスの提供を用意している機関・
団体の情報を分かり易く提供、容易
にサービスの提供に辿り着けるように
し、指針に掲げられた必要な対策を
より早く講じることを促すことができる 

"ガイドブック"の作成は、神奈川
県、保健福祉事務所との共同・
協力によって、地域・職域連携事
業の一環として行う予定であること
から、県内の事業者/労働者に幅
広く有用な情報を提供できるだけ
でなく、より幅広い県民一般への
情報提供に繋がり、地方自治体
が定める自殺防止対策上の有用
なツールとしての活用が期待される 

研究成果="ガイドブック"は、セン
ターが関係する行政機関(主には、
労働基準行政機関)、医療・保
健福祉関係団体、産業保健・労
働災害防止関係団体等を通じて
幅広い普及が可能であるだけでな
く、神奈川県及び保健福祉事務
所を通じて、地域の同様な機関・
団体を通じて県民一般への普及
も可能であり、県内をほぼ網羅し
た全県的な活用が期待される 

 県内の いわゆる“事業場外資源”(但し、民間EAPは除く)を可能な限り網羅したリストを作成
し、リスト化した全ての事業場外資源に対するアンケート調査を実施して、各機関の(指針上の
対策に関する)機能・役割を明らかにして、一覧表形式で整理 － 一部の機関・団体については
さらに詳細なガイド(説明)を加え、メンタルヘルス対策に関する支援機関・団体の総合的な"ガイ
ドブック"を作成 

期待される成果と活用予定 



 [調査研究計画・方法] 

1) いわゆる“事業場外資源”のリスト化 
2) リスト化した事業場外資源(予定数:700)に対するアンケートの実施 

3) アンケートの回答による各事業場外資源の機能・役割の一覧表化と
一部について詳細なガイドの作成 → ｢ガイドブック｣の作成 

4) 事業場外資源・全般に認められる課題、県内情勢をふまえて今後の
対策・施策に求められる課題の提起 

1) いわゆる“事業場外資源”に関し、既存の情報(HPに掲載した相談窓口一覧
表"にメンタルヘルス対策支援事業・受託通知発出先一覧表、さらに神奈川県 
保健福祉局 保健医療部 健康増進課 や神奈川県精神保健福祉センター、神
奈川障害者職業センター、横浜リワーク支援フォーラム等の関係機関・団体の協
力、神奈川県や政令指定都市(横浜・川崎・相模原)が策定した自殺対策要綱
等の既存資料から得られる事業場外資源(=医療機関を含め、指針上の何らかの
対策に関し、事業者/労働者に対する支援の"しくみ"を有する機関・団体。但し、
いわゆる"民間EAP"は除く)のリストを整備 

2) リスト化した事業場外資源(予定数:700)指針に基づく諸対策のどれを・どこまで
支援する態勢があり、何を行っているのかを把握する為のアンケートを送付し、回
答を回収する 

3) アンケートの回答によって、各事業場外資源の機能・役割を指針上の諸対策
(重点)毎に整理し、一覧表にする。また、主要な事業場外資源の機能・役割につ
いては、さらに詳細なガイド(解説)も作成する。 

4) 3)においてとりまとめた結果は、神奈川県・保健福祉事務所との共同による"地
域・職域連携事業"の成果として｢ガイドブック｣の形にまとめる 

5) 2) によって集約したアンケート回答結果から得られた傾向を分析し、事業場外
資源・全般に認められる課題、県内情勢をふまえて今後の対策・施策に求められ
る課題を提起する 

 アンケート調査は、対象とする事業場外資源が現に有する機能・役割を客観的
に把握するものであること、いずれ各機関・団体の機能・役割を一覧表等に整理し、
広く県民等に周知・普及していく予定であることを実施時に(回答への協力依頼文
で)強調し、他の用途には一切 活用することはないことを約束し、行政(神奈川労
働局や神奈川県)との共同・協力によって進めている事業活動であることを、神奈
川労働局(労働基準部長)名又は神奈川県(保健福祉局 保健医療部長)名の
(バックアップしていることが明確になるような)協力要請文書を添付することにより明
らかにする 

アンケート調査結果
の集計・分析

各事業場外資源の機能・役割の整理と
指針上の対策・目的毎の一覧表化

機能・役割に関する
アンケート調査の実施

各機関・団体の機能・
役割・特性の整理

事業場外資源の現状の
とりまとめと課題の整理

調査研究
報告書の
とりまとめ

"事業場外資源"
のリスト化

"ガイドブック"
の作成

主要な事業場外資源の
機能・役割に関する詳細
なガイド(説明)の作成



神奈川産業保健総合支援センターと茅ヶ崎保健福祉事務所との打合せ 



 ｢指針｣が掲げる事業場内のメンタルヘルス対策の推進は、当
局の第12次労働災害防止推進計画においても重点課題の1
つで、事業場に対して自主的な対策の促進が求められているが、
「どのように事業場内の対策を進めて良いかが分からない」という
事業場の声が多く 寄せられている。 

 行政としても、各事業場での対策促進を支援する神奈川産
業保健推進センター(メンタルヘルス対策支援センター)をはじめ
とした、いわゆる"事業場外資源"の積極的な活用を勧奨・指
導しているが、世の中に数多く存在する"事業場外資源"がそ
れぞれ、対策のどの項目・分野の支援を準備・用意しているか
は不明な現状。 

 県内・全域にわたり、これら“事業場
外資源”の機能・役割が明らかにされ、
整理されることが望ましいという意見は、
｢神奈川メンタルヘルス対策推進連絡
会議｣(神奈川労働局･健康課 主催)
でも提起。 

 行政としても対応の必要性を痛感し
ていた中で、それらの情報が一覧表や
ガイド(説明)のような見易く・分かり易い
形態で提供される資料が策定されれ
ば、メンタルヘルス対策促進にかかる事
業場への指導の際に、労働基準行政
として用意している資料を補完する有
用なツールとして、各事業場に積極的
な活用を勧奨することができる。 

行政(神奈川労働局)からの事前意見聴取 ～労働衛生行政における優先課題との関連性の観点から 

 いわゆる“事業場外資源”をできる限り網羅し、それぞれの機
関・団体が用意している｢支援のしくみ｣が明らかになることは、事
業場におけるメンタルヘルス対策の促進に向けて極めて有用な
情報となり、神奈川労働局が第12次労働災害防止推進計画
に掲げる｢“心の健康づくり計画”を作成している事業場の割合
を50%とする｣という目標の達成にも大きく寄与すると考える。 



  

“事業場外資源”の機能･役割に関するアンケート調査 







http://www.kanagawas.johas.go.jp/kenkyu/H26.pdf 

http://www.kanagawas.johas.go.jp/kenkyu/H26.pdf
http://www.kanagawas.johas.go.jp/kenkyu/H26.pdf


•  成果物“調査研究”冊子:ガイドブック は、特にその中の一覧表で、様々な“事業場外
資源”情報を広く提供するだけでなく、メンタルヘルス指針が事業場に求める取組の骨子
を明らかにしている点で、現在でもなお 極めて有益･有用 

•  “調査研究”冊子:ガイドブックは 神奈川産業保健総合支援センターが大量印刷し、
県内･各労働基準監督署だけでなく、全県下の保健福祉事務所、労働災害防止関
係団体(県本部､地域支部･分会)等、幅広く配布 

•  調査研究結果は神奈川産業保健総合支援センターHPに掲載するだけでなく、神奈
川労働局も関係ページでリンクを貼付け 

•  冊子:ガイドブックは、(神奈川労働局･神奈川県を含む - 神奈川メンタルヘルス対策
推進連絡会議、かながわ自殺対策会議 ほか) 関係機関･団体の各種･関係会議等の
場で配付し、情報共有を図っている 

•  神奈川産業保健総合支援センター･主催のセミナー･研修会等だけでなく、関係する
地域･職域の機関･団体の各種説明会･研修会･講習会で機会ある都度に配布し、”
事業場外資源”情報の周知を図っている 

連携･協同の結果/成果物の有用性･有効性 



•  働く人のメンタルヘルス対策を推進していく目的の行政の会議に端を発し
た取組－ 調査の中心に ｢“メンタルヘルス指針”に基づく対策の推進｣ という
目的がすえられた 

•  労働局/県による“調査への協力依頼”文書を背景に｢“メンタルヘルス指
針”に基づく対策の推進｣ という目的を対象機関･団体に明確にした 

•  保健福祉事務所との連携によって、既存の地域・職域連携の取組に関す
る情報、“事業場外資源”に関する地域からの情報が得られた 

•  調査の設計に関する保健福祉事務所との打合せ、調査を進めていく中で
の保健福祉事務所からの助言は“地域からの視点”を保つうえで有用だった 

行政(国･地域)と産業保健総合支援センター
の連携･協同の意義 


